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１利用料金が介護保険から給付されるもの 

以下のサービスについて、下表の利用料金はご利用者様の１割負担額です。 

※(2 割負担の方については、①～⑤について倍の負担となります。) 

※月途中で要介護から要支援に変更の場合や要支援から要介護に変更の場合等は、日割り

計算により算定いたします。 

※月の規定回数を越えての利用（月４回の人は５回目、８回の人は９回目）は自費利用に

なるため１０割負担になります。 

２利用料金の全額をご負担いただく場合 

※介護保険の給付対象とならないサービス 

種類 負担額 

①食事（食材料費＋調理費） １食 ６２０円 ※夕食を提供する場合 510 円 

②おやつ代(1 日 2 回) １日 １００円 

③レクリエーション、クラブ活動 必要に応じて実費を頂きます。 

④複写物の交付 １枚につき  １０円 

⑤日常生活上必要となる諸費用実費

（オムツ代等） 

⑴ フラットタイプ   １枚  ５０円 

⑵ 紙パンツ      １枚 １５０円 

⑶ テープ付き紙パンツ １枚 １５０円 

⑷ パット       １枚  ３０円 

⑥通常実施地域以外の地域に居住す

る利用者に対して行う送迎に要する

費用 

⑴ 通常の実施地域を越えてから、 

片道おおむね１０キロメートル未満  ２５０円 

⑵ 通常の実施地域を越えてから、 

片道おおむね１０キロメートル以上  ５００円 

区 分 単 価 

①基本料金 

要支援１  

（月４回まで） 
３８４円／日 

要支援２   

（月８回まで） 
３９５円／日 

※②若年性認知症者受入加算 ２４０円／月 ※該当者のみ 

③介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ５.９％(①～※②ご利用料金合計に上乗せ) 

④介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） １.０％(①～※②の利用料金合計に上乗せ) 

⑤介護職員等ベースアップ加算 １.１％(①～※②の利用料金合計に上乗せ) 

※ご利用料金は、上記合計額に地域区分単価の１．４％を乗じた額が上乗せとなります。 
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 料金表の説明  

 

サービス提供時間は、ご利用者様の希望や心身の状況により、サービス提供時間を短縮し

た場合は、変更後のサービス提供時間数に応じた利用料となります。 

 

 

②若年性認知症利用者受入加算  

若年性認知症（40 歳から 64 歳）までの利用者を対象に指定通所介護を行った場合に算定

します。 

 

③・④介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算 

介護職員等の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取り組みを行う事業者に認

められる加算です。 

 

⑤介護職員等ベースアップ加算 ※Ｒ4年 10 月～追加 

③・④と同様、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う

事業所に認められる加算です。これらの加算は、区分支給限度基準額の対象外となります。 
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１利用料金が介護保険から給付されるもの 

下表は、ご利用者様の１割負担額です。 

※(2 割負担の方については、倍の負担となります。) 

区  分 単    価 

①基本料金 

要介護１ ６５５円／日 

要介護２ ７７３円／日 

要介護３ ８９６円／日 

要介護４ １，０１８円／日 

要介護５ １，１４２円／日 

②入浴加算 ４０円／日 

※③※若年性認知症者受入加算 ６０円／日※該当者のみ 

④介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ５.９％ (①～※③の利用料金合計に上乗せ) 

⑤介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） １.０％ (①～※③の利用料金合計に上乗せ) 

⑥介護職員等ベースアップ加算 １. １％ (①～※③の利用料金合計に上乗せ) 

※送迎を行わない場合 ４７円 減算／片道 

※ご利用料金は、上記合計額に地域区分単価の１．４％を乗じた額が上乗せとなります。 

 

２利用料金の全額をご負担いただく場合 

※介護保険の給付対象とならないサービス 

種類 負担額 

①食事（食材料費＋調理費） 昼食１食６２０円 ※夕食を提供する場合５１０円 

②おやつ代(1 日 2 回) １日 １００円 

③レクリエーション・クラブ活動 必要に応じて実費を頂きます。 

④複写物の交付 １枚につき１０円 

⑤日常生活上必要となる 

諸費用実費（おむつ代等） 

⑴ フラットタイプ   １枚  ５０円 

⑵ 紙パンツ      １枚 １５０円 

⑶ テープ付き紙パンツ １枚 １５０円 

⑷ パッド       １枚  ３０円 

⑥通常実施地域以外の地域に居

住する利用者に対して行う送迎

に要する費用 

⑴ 通常の実施地域を越えてから、 

片道おおむね１０キロメートル未満   ２５０円 

⑵ 通常の実施地域を越えてから、 

片道おおむね１０キロメートル以上   ５００円 
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 料金表の説明  

 

サービス提供時間は、ご利用者様の希望や心身の状況により、サービス提供時間を短縮し

た場合は、変更後のサービス提供時間数に応じた利用料となります。 

 

 

②入浴加算 

入浴加算は、施設での入浴を行った場合に算定します。 

 

③若年性認知症利用者受入加算  

若年性認知症（40 歳から 64 歳）までの利用者を対象に指定通所介護を行った場合に算定

します。 

 

④・⑤介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算 

介護職員等の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取り組みを行う事業者に認

められる加算です。 

 

⑥介護職員等ベースアップ加算 ※Ｒ4年 10 月～追加 

④・⑤と同様、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う

事業所に認められる加算です。これらの加算は、区分支給限度基準額の対象外となります。 

 

 

 

 

 

 


